
  証券コード 3775

  平成18年８月15日

株 主 各 位  

 東京都渋谷区渋谷二丁目17番５号シオノギ渋谷ビル８Ｆ

 株 式 会 社 ガ イ ア ッ ク ス
 代表取締役社長 上 田 祐 司

第８回定時株主総会招集ご通知 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 さて、当社第８回定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成18年８月29日（火曜日）午後６時

までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。 

敬 具 
記 

１．日   時：平成18年８月30日（水曜日）午前10時 
２．場   所：東京都港区赤坂二丁目５番６号 トスラブ山王健保会館 会議

室 

３．目 的 事 項： 
報 告 事 項 １．第８期（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日）事業

報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の

連結計算書類監査結果報告の件 
２．第８期（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日）計算

書類報告の件 

決 議 事 項 
第１号議案 定款一部変更の件 

第２号議案 取締役７名選任の件 

第３号議案 当社取締役、執行役および従業員ならびに当社関係会社の取
締役、監査役および従業員に対しストックオプションとして

新株予約権を付与する件 

第４号議案 会計監査人選任の件 
以 上                                      

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下

さいますようお願い申し上げます。 

本株主総会招集通知に掲載しております添付書類ならびに株主総会参考書類に修

正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

http://www.gaiax.co.jp）において周知させていただきます。 

－  － 
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（第８回定時株主総会招集ご通知添付書類） 
 

事 業 報 告 

（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

 

Ⅰ．企業集団の事業の現況 

１．事業の経過および成果 

(1) 事業の状況 

 2006年度調査による家庭からのブロードバンド利用者数は3,756万8,000

人、ブロードバンド率は72.2％となり７割を超えました。また、ＳＮＳへ

の参加が11.0％と急伸を見せ、ブログの認知率に至っては98.6％と上昇し

ております。（インプレス 「インターネット白書2006」） 

 このような状況の中、当社グループにおいては、日本におけるコミュニ

ティのパイオニアとしての地位をより強固にすべく、ブログを中心とした

コミュニティの企画、開発、運営をクライアント企業から受託するソ

リューションサービスを拡大するとともに、有料コンテンツサービスとし

てのオンラインゲームの開発に注力してまいりました。また下半期より株

式会社電縁を連結子会社としてガイアックスグループに迎え事業基盤の拡

大に努めてまいりました。しかし、当連結会計年度はコミュニティ事業に

おいて大手クライアントからの運用収入の減額、新規案件の中止、またオ

ンラインゲーム事業においては開発費の先行投資および開発の遅延にとも

なう課金サービスの開始が遅れました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は1,838,472千円（前期比

31.8％増）と連結子会社の寄与により増加しましたが、営業損失は

275,512千円（前期は営業利益144,811千円）、経常損失は307,553千円

（前期は経常利益143,849千円）となりました。また当期純損失は860,426

千円（前期は当期純利益117,441千円）と大幅減益となりました。この主

な理由は株式会社電縁の買収にともなう連結調整勘定およびソフトウェア

資産に関して減損損失をおこなったことによるものです。 

－  － 
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【事業別概況】 

 当連結会計年度における事業別の概況は次のとおりであります。 

ａ）コミュニティ事業 

 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、日本テレコム

株式会社、株式会社ナムコなど大手企業のオンラインコミュニティの

運営受託を行いました。コミュニティサイトの企画に始まり、システ

ム開発、リリース後のサーバー運営、利用者からの問い合わせ対応、

定期的なリニューアルなどの業務を提供いたしました。また有料コン

テンツサービスとしてオンラインゲームの開発に注力してまいりまし

た。しかしオンラインゲームの有料化による収益への貢献は翌連結会

計年度以降になります。また大手クライアントからのリニューアルお

よびランニング収益の減少等により売上高は1,157,007千円（前年同

期比15.5％減）となりました。 

ｂ）受託開発事業 

 ＷＥＢシステム開発を軸としてシステムコンサルティング、パッ

ケージ販売、システムインテグレーション、運用管理に至るＩＴサー

ビスをワンストップで提供しております。企業活動における業務をＩ

Ｔ化することで、顧客企業の経営や業務の効率化を推進しています。

その結果売上高663,072千円（６ヶ月）となりました。 

ｃ）会員サービス事業 

 全国５店舗（渋谷・札幌・宇都宮・大阪・福岡）におけるインター

ネットカフェスペースの提供、各種セミナーおよびイベントの開催、

語学講座等の各種会員サービス事業を行っております。平成18年５月

に子会社化したため、収益の貢献は翌連結会計年度以降になる予定で

す。 

ｄ）その他事業 

 その他の事業につきましては、コミュニティサイト以外のサイト管

理ないしサーバー回線の貸与等があり、売上高18,392千円（前年同期

比28％減）となりました。 

 

(2) 設備投資の状況 

 当連結会計年度の設備投資は総額で224,444千円であり、主な内訳はソ

フトウェア等141,600千円、サーバー等設備23,382,千円であります。 

 

－  － 
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(3) 資金調達の状況 

① 有利子負債の状況 

平成18年２月に300,000千円の借入を金融機関から行いました。 

平成18年３月に400,000千円の無担保普通社債を発行いたしました。 

② 増資の状況 

平成17年７月11日を払い込み期日とする一般募集増資550,200千円を

実施しました。 

 

２．直前３事業年度の財産及び損益の状況 

期 別
区 分 

第 ５ 期 第 ６ 期 第 ７ 期 第 ８ 期 

売 上 高（千円） 725,197 1,006,181 1,394,638 1,838,472 

営業利益又は営業損失(△)（千円） 88,026 8,580 144,811 △ 275,512 

経常利益又は経常損失(△)（千円） 90,001 6,202 143,849 △ 307,553 

当 期 純 利 益（千円） 81,756 14,395 117,441 △ 860,426 

１株当たり当期純利益（円） 9,297.86 1,560.49 10,585.22 △64,784.91 

総 資 産（千円） 620,606 774,405 973,841 2,132,921 

純 資 産（千円） 533,182 546,545 691,955 603,700 

 

３．対処すべき課題 

 第８期は減収減益となりましたが、今後以下のような諸施策によって業績

の向上に努める所存であります。 

① ソリューションサービスにおける営業力の強化 

 当社はこれまでコミュニティ事業の分野において他社と価格競争等に陥

ることはほとんどありませんでした。しかしながら市場の拡大に伴い、当

業界への新規参入が相次いでおり、競争が激化しております。このような

環境の中、当社が持続的に成長発展するためには、当社独自のサービスを

さらに強化充実させる必要があります。また、既存のクライアント企業に

対するより一層の新企画の提案等を行うと共に新規取引先の開拓に全力を

挙げて取り組み、クライアント企業数の倍増を目指します。これらを通じ

て、売上の増大と利益の確保に努めてまいります。 

－  － 
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② オンラインゲーム事業の再構築 

 当社は平成17年より自社でのオンラインゲームの開発を推進してまいり

ました。オンラインゲーム事業はコンテンツへの依存度が大きいものの、

今後も引き続き市場の大幅な成長が見込めるため、継続的に同事業を推進

してまいります。現在保有しているタイトルやライセンスを検証した上選

別し、成長が見込めるものについては経営資源を集中して推進していく一

方、見込みの薄いタイトルについては逐次撤退することなどによってオン

ラインゲーム事業の再構築を図ります。また、現在開発中のゲームタイト

ルの早期のリリースを実施すると同時に、海外のパブリッシャーへのライ

センス販売を強化してまいります。これによって、当事業の売上の増大と

利益の確保に努めてまいります。 

③ サービスの品質および満足度の向上 

 当社の運営する様々なサービスは、利用者層の拡大や競争などにより、

サイトのユーザービリティの向上やユーザーサポートの充実などサービス

の品質向上の必要性が高まってきております。また、インターネット上の

コンテンツが日々増加する中で、他サイトより高い満足度を提供し続ける

ことが利用者の継続率および入会率を高める上で重要な課題となっており

ます。従って、今後もより一層品質の向上に努めるとともに、実績とノウ

ハウを活用した訴求力の高いサービスの提供を行うことによって、売上の

増加と利益の確保に努めてまいります。 

④ 人材の確保および育成 

 当社が営んでおりますコミュニティ事業は、コンテンツの選択、製作、

販売、宣伝のすべてにおいて、個人の感性、経験等によるところが大きい

ため、優秀な人材を確保することが経営の重要な課題となっております。

このため、インセンティブプランの充実を図ると共に急速なインターネッ

ト業界の進化に対応できる人材を育成するために、様々な教育研修を行っ

てまいります。 

⑤ 新規事業の開拓等 

 既存事業の継続的な成長のためにシナジーの高い周辺事業の開発、他企

業との資本・業務提携やＭ＆Ａ等を推進すると共に、新たな価値を生み出

す新規事業の開拓を進め、売上の増加と利益の確保に努めてまいります。 

 

－  － 
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Ⅱ 企業集団の現況（平成18年５月31日現在） 

１．主要な事業内容 

 当社は、ブロードバンド時代を見据えた革新的なコミュニティを提供する

ことを主な事業としており、主要な品目は次のとおりであります。 

区 分 主 要 品 目 

コ ミ ュ ニ テ ィ 事 業 
ブログ、ＳＮＳ、インスタントメッセンジャー、 
クラブサービス、ビンゴゲーム、ホームページサービス、
アバター、オンラインゲーム、広告等 

受 託 開 発 事 業 システム開発、ＷＥＢ開発 

そ の 他 事 業 サーバ管理、回線貸与等 

 

２．主要な営業所 

名 称 所 在 地 

本 社 東京都渋谷区 

 

３．従業員の状況 

(1) 企業集団の従業員の状況 

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 

80名 43名 

（注） 従業員数の増加の主な原因は株式会社電縁の子会社化に伴う増加であります。 

 

(2) 当社の従業員の状況 

区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数 

 名 名 歳 年 
男 性 30 6 28.2 3.4 

女 性 11 4 28.2 2.5 

合計又は平均 41 － 28.2 2.9 

 

－  － 
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４．主要な借入先 

借 入 先 借 入 金 残 高 

㈱ 三 井 住 友 銀 行 61,122千円 

㈱ 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 291,750千円 

 

借 入 先 社 債 残 高 

㈱ 三 井 住 友 銀 行 355,000千円 

㈱ 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100,000千円 

 

５．重要な親会社および子会社の状況 

(1) 重要な子会社の状況 

会 社 名 資 本 金 議決権比率(％) 主 要 な 事 業 

Gaiax Korea Co.,Ltd. 1,032,095千won 100.00 ＷＥＢ構築事業 

株 式 会 社 電 縁 35,000千円 100.00 システム開発 

トゥギャザー株式会社 10,000千円 100.00 情報処理提供サービス業 

株式会社GT-Agency 10,000千円 100.00 占いコンテンツ制作 

 

(2) 企業結合の成果 

 当社の連結子法人等は上記の４社であります。当期の連結売上高は

1,838,472千円（前期1,394,638千円）、経常損失307,553千円（前期は経

常利益143,849千円）、当期純損失860,426千円（前期は当期純利益

117,441千円）となりました。 

 

 

－  － 
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Ⅲ 取締役および監査役に関する事項 
１．取締役および監査役の状況 

地 位 氏 名 担 当 
他の法人等の代表者その他これに類す
る者であるときは、その重要な事実 

取 締 役 社 長 上 田 祐 司 代 表 取 締 役  

取締役副社長 中 島  裕 代 表 取 締 役  

取締役副社長 小 方 麻 貴   

取 締 役 速 水 浩 二  株式会社翔泳社 代表取締役社長 

取 締 役 宮 城 治 男  ＮＰＯ法人ＥＴＩＣ代表 

常 勤 監 査 役 岡 崎  彰   

監 査 役 太 原 正 裕  株式会社オーエーシステム・プラザ監査役 

監 査 役 大 野 長 八  株式会社オープンループ監査役 

 

２．取締役および監査役に対する報酬等 

取締役５名  29,860,000円（うち社外２名  5,200,000円） 

監査役３名  10,480,000円（うち社外３名 10,480,000円） 

 

Ⅳ 会計監査人に関する事項 
１．会計監査人の状況 

(1) 中央青山監査法人 

(2) 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 霞が関ビル 

 

２．会計監査人に対する報酬等 

当社および子会社が支払うべき報酬等の額  11,000,000円 

 

－  － 
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Ⅴ 株式および新株予約権に関する事項 
１．発行済株式の総数の10分の１以上の株式を保有する大株主 

当 社 へ の 出 資 状 況 当社の当該株主への出資状況 
大 株 主 名 

持 株 数 議決権比率 持 株 数 出資比率 

 株 ％ 株 ％ 
上 田 祐 司 1,823 13.14 ― ― 

 

２．株式に関するその他重要な事項 

株式の状況 

(1) 発行可能株式総数 52,836株 

(2) 発行済株式総数 13,870株 

(3) 株主数 2,282名 

 

 

－  － 
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３．新株予約権の保有または交付状況 

(1) 新株予約権に関する事項 

 旧商法に基づいて交付した新株予約権の状況は次のとおりです。 

・新株予約権の数 

982個（新株予約権１個につき１株） 

・目的となる株式の種類および数 

普通株式982株 

・取締役および監査役が保有する新株予約権の区分別合計 

区 分 新 株 予 約 権 の 数 保有する者の人数 

取締役（社外取締役を除く） 226個 ３名 

社 外 取 締 役 32個 ２名 

監 査 役 23個 ３名 

計 281個 ８名 

 

(2) 当該事業年度中に当社従業員等に交付した新株予約権に関する事項 

区 分 
新株予約
権 の 数

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 お よ び 数 行 使 期 間 行 使 価 額 

交付した
者の人数 

従 業 員 244個 普通株式 244株 
自平成19年10月１日
至平成26年９月30日

１株につき 
436,170円 

30名 

子会社の取締役・
監 査 役 ・ 従 業 員 0個 － － 

１株につき 
436,170円 0名 

計 244個 普通株式 244株   30名 

（注） 権利行使については、取締役はその任期満了の時まで在任すること、使用人は権

利行使の時まで引き続きその地位にあることを要する。 

 

 

－  － 
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貸 借 対 照 表 

平成18年５月31日現在 

 
資 産 の 部 負 債 の 部 

科 目 金 額 科 目 金 額 

 千円  千円 

【流 動 負 債】 【  697,456】

買 掛 金 35,214 

短 期 借 入 金 200,000 

一年内返済長期借入金 66,324 

一年内償還予定社債 120,000 

未 払 金 22,726 

未 払 費 用 41,840 

未 払 法 人 税 等 2,699 

前 受 金 63,600 

預 り 金 144,997 

そ の 他 52 

  

【固 定 負 債】 【  421,548】

長 期 借 入 金 86,548 

社 債 335,000 

負 債 合 計 1,119,004 

純 資 産 の 部 

【株 主 資 本】 【  593,943】

資 本 金 （  738,575）

資 本 剰 余 金 （  375,652）

資 本 準 備 金 375,652 

利 益 剰 余 金 （△ 520,284）

繰越利益剰余金 △ 520,284 

【流 動 資 産】 

現 金 及 び 預 金 

売 掛 金 

有 価 証 券 

前 払 費 用 

関 係 会 社 貸 付 金 

短 期 貸 付 金 

未 収 入 金 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

【固 定 資 産】 

（有 形 固 定 資 産） 

建 物 

工 具 器 具 備 品 

（無 形 固 定 資 産） 

ソ フ ト ウ エ ア 

ソフトウエア仮勘定 

の れ ん 

（投資その他の資産） 

関 係 会 社 株 式 

投 資 有 価 証 券 

長 期 貸 付 金 

長 期 前 払 費 用 

保 証 金 

貸 倒 引 当 金 

【 1,147,115】

433,774

156,708

300,008

10,053

185,000

21,461

37,383

3,861

△  1,136

【  565,832】

（   61,303）

8,492

52,810

（  208,651）

106,291

41,160

61,200

（  295,877）

216,330

14,500

1,096

33,521

30,432

△    3 純 資 産 合 計 593,943 

資 産 合 計 1,712,947 負債及び純資産合計 1,712,947 

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

－  － 
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損 益 計 算 書 

自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

 科 目 金 額 

 千円 千円 

売 上 高 1,159,012 

売 上 原 価 844,144 

売 上 総 利 益 314,867 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 638,445 

営 業 損 失 323,577 

【営 業 外 収 益】  

受 取 利 息 702  

出 向 者 収 入 1,939  

経 営 管 理 料 23,400  

そ の 他 930 26,972 

【営 業 外 費 用】  

支 払 利 息 2,178  

社 債 利 息 657  

社 債 発 行 費 5,884  

新 株 発 行 費 13,840  

公 開 関 連 費 18,080  

そ の 他 998 41,639 

経 常 損 失 338,245 

【特 別 利 益】  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 3,619 3,619 

【特 別 損 失】  

減 損 損 失 137,765  

前 期 損 益 修 正 損 15,000  

有 価 証 券 評 価 損 25,000  

子 会 社 株 式 評 価 損 128,320  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 4,000 310,086 

税 引 前 当 期 純 損 失 644,712 

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 530 

法 人 税 等 調 整 額 8,356 

当 期 純 損 失 653,598 

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

－  － 
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株主資本等変動計算書 

自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

（単位：千円）

 株 主 資 本 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金  
資 本 金

資本準備金 資本剰余金合計 繰越利益剰余金 利益剰余金合計

株主資本
合 計 

純資産合計 

平成 17 年５月 31 日  残 高 512,375 17,302 17,302 133,314 133,314 662,991 662,991 

事 業 年 度 中 の 変 動 額   

新 株 の 発 行 226,200 343,700 343,700 569,900 569,900 

当 期 純 損 失 △653,598 △653,598 △653,598 △653,598 

子会社取得による増加高 14,650 14,650 14,650 14,650 

事業年 度中の 変動 額合計 226,200 358,350 358,350 △653,598 △653,598 △ 69,048 △ 69,048 

平成 18 年５月 31 日  残 高 738,575 375,652 375,652 △520,284 △520,284 593,943 593,943 

 
 

 

－  － 
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＜個別注記表＞ 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式および関連会社株式   移動平均法に基づく原価法 

その他の有価証券 

時価のないもの         移動平均法に基づく原価法 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産          定率法 

無形固定資産          ソフトウェア（自社利用分） 

社内における利用可能期間に基づく定額法 

営業権 

５年間の定額法 

(3) 繰延資産の処理方法 

新 株 発 行 費          支出時に全額費用処理 

社 債 発 行 費          支出時に全額費用処理 

(4) 引当金の計上基準 

貸 倒 引 当 金          債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

(5) 消費税等の会計処理        税抜方式 

(6) 会計方針の変更 

① 固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しております。これにより税引前当期純利益は

137,765千円減少しております。 

② 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。なお従来の資本の部の合計に相当する金額は593,943

千円であります。 

２．貸借対照表等に関する注記 

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 67,853千円 

(2) 関係会社に対する短期金銭債権 27,915千円 

関係会社に対する短期金銭債務 4,500千円 

３．損益計算書に関する注記 

(1) 関係会社との取引高  営業取引高 35,391千円 

営業取引以外の取引高 23,400千円 

－  － 
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(2) 減損損失 

 当事業年度において減損の要否の判定を行った結果、137,765千円を計上いた

しました。 

４．株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はございません。 

５．税効果会計に関する注記 

 繰延税金資産の発生の主な原因は繰越欠損金及び減損損失であり、評価性引当額

は278,054千円であります。 

６．リースにより使用する固定資産に関する注記 

 該当事項はございません。 

７．関連当事者との取引に関する注記 

 該当事項はございません。 

８．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 42,822円17銭 

１株当たり当期純損失 49,212円03銭 

９．重要な後発事象に関する注記 

 平成18年７月13日開催の当社取締役会において、平成18年８月を期して台湾法人

であるAPE Inc.（猿人在線有限公司）の株式を同社株主のAnaheim Electronics 

Inc.（安納漢電子有限公司）から譲り受けることに関する契約を締結する旨を決議

いたしました。出資の主な内容は下記のとおりであります。 

① 出資の目的 

 当社グループではオンラインゲーム事業の海外展開を積極的に推進しておりま

す。オンラインゲーム先進地域である香港、東南アジア地域におけるオンライン

ゲーム事業の展開強化のため出資を決定いたしました。 

② 株式取得の相手先 

Anaheim Electronics Inc.（安納漢電子有限公司） 

③ 株式を取得する会社の名称、事業内容、規模 

名 称：APE Inc.（猿人在線有限公司） 

事業内容：インターネットサービス事業、ソフトウェアサービス事業 

資 本 金：NT＄34,240,000 

④ 株式取得の時期 

平成18年７月31日 

⑤ 取得する株式の数、取得価額、持分比率 

株 数：2,558,948株 

取得価額：NT＄32,250,000 

持分比率：41.37％ 

⑥ 株式取得後、当社より取締役２名、監査役１名を派遣する予定です。 

10．連結配当規制適用会社に関する注記 

 該当事項はございません。 

 

－  － 
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 会計監査人の監査報告書 謄本 

 独立監査人の監査報告書  

 平成18年８月４日  

 株 式 会 社 ガ イ ア ッ ク ス  

 取 締 役 会 御 中  

 中 央 青 山 監 査 法 人  

 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 青 山 裕 治 ・

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木 一 夫 ・
  

 

  当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ガイ
アックスの平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第８期事業年度の
計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及び
その附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場
から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属
明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め
ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として
の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査
法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示していると認める。 
 
追記情報 
１．個別注記表の１．(6)会計方針の変更①に記載のとおり、会社は当事業年
度から「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会
計基準の適用指針」が適用されることとなるため、同会計基準及び同適用
指針により計算書類を作成している。 

２．個別注記表の９．重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は
平成18年７月13日開催の取締役会において、平成18年８月を期して台湾法
人であるAPE Inc.（猿人在線有限公司）の株式を同社株主のAnaheim 
Electronics Inc.（安納漢電子有限公司）から譲り受けることに関する契
約を締結する旨を決議した。 

 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 

－  － 
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監査役会の監査報告書 謄本 

 監 査 報 告 書  

  当監査役会は、平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第８期営業

年度における取締役の職務執行に関し、各監査役から監査の方法および結果

の報告を受け、協議の結果本監査報告書を作成し以下の通り報告いたしま

す。 

１．監査役および監査役会の監査方法およびその内容 

 監査役会は監査方針、業務分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

およびその結果について報告を受け、必要に応じて取締役等に対し職務の

執行状況について報告を求めました。 

 各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画に従い、取締役会そ

の他の重要な会議に出席するほか、取締役等から職務の執行状況を聴取

し、重要な決裁書類を閲覧し、業務および財産の状況を調査しました。ま

た、必要に応じて子会社に対し業務状況の報告を求めました。これらに基

づき会社法に定められた当該事業年度に関する計算書類および事業報告、

附属明細書、について検討いたしました。 

２．監査の結果 

(1）事業報告等の監査結果 

１．事業報告およびその附属明細書は法令および定款に基づき会社の状

況を正しく示していると認めます。 

２．取締役の職務遂行に関する不正の行為または法令、定款に違反する

重大な事実は認められません。 

３．事業報告に記載されている会社の財務および事業の概況等について

は指摘する事項は認められません。 

(2）計算書類およびその附属明細書の監査結果 

１．会計監査人中央青山監査法人の監査の方法および結果は妥当である

と認めます。 

２．会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための

体制については、指摘すべき事項は認められません。 

 

 平成18年８月８日  

 株 式 会 社 ガ イ ア ッ ク ス  監 査 役 会  

 

常勤監査役 岡 崎  彰 ・

監 査 役 太 原 正 裕 ・

監 査 役 大 野 長 八 ・
  

 

 
（注）監査役岡崎 彰、太原正裕、大野長八は会社法第２条16項に定める社

外監査役であります。 
 

以 上 

－  － 
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貸 借 対 照 表 

平成18年５月31日現在 

 
資 産 の 部 負 債 の 部 

科 目 金 額 科 目 金 額 

 千円  千円 

【流 動 負 債】 【  697,456】

買 掛 金 35,214 

短 期 借 入 金 200,000 

一年内返済長期借入金 66,324 

一年内償還予定社債 120,000 

未 払 金 22,726 

未 払 費 用 41,840 

未 払 法 人 税 等 2,699 

前 受 金 63,600 

預 り 金 144,997 

そ の 他 52 

  

【固 定 負 債】 【  421,548】

長 期 借 入 金 86,548 

社 債 335,000 

負 債 合 計 1,119,004 

純 資 産 の 部 

【株 主 資 本】 【  593,943】

資 本 金 （  738,575）

資 本 剰 余 金 （  375,652）

資 本 準 備 金 375,652 

利 益 剰 余 金 （△ 520,284）

繰越利益剰余金 △ 520,284 

【流 動 資 産】 

現 金 及 び 預 金 

売 掛 金 

有 価 証 券 

前 払 費 用 

関 係 会 社 貸 付 金 

短 期 貸 付 金 

未 収 入 金 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

【固 定 資 産】 

（有 形 固 定 資 産） 

建 物 

工 具 器 具 備 品 

（無 形 固 定 資 産） 

ソ フ ト ウ エ ア 

ソフトウエア仮勘定 

の れ ん 

（投資その他の資産） 

関 係 会 社 株 式 

投 資 有 価 証 券 

長 期 貸 付 金 

長 期 前 払 費 用 

保 証 金 

貸 倒 引 当 金 

【 1,147,115】

433,774

156,708

300,008

10,053

185,000

21,461

37,383

3,861

△  1,136

【  565,832】

（   61,303）

8,492

52,810

（  208,651）

106,291

41,160

61,200

（  295,877）

216,330

14,500

1,096

33,521

30,432

△    3 純 資 産 合 計 593,943 

資 産 合 計 1,712,947 負債及び純資産合計 1,712,947 

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 



 

損 益 計 算 書 

自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

 科 目 金 額 

 千円 千円 

売 上 高 1,159,012 

売 上 原 価 844,144 

売 上 総 利 益 314,867 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 638,445 

営 業 損 失 323,577 

【営 業 外 収 益】  

受 取 利 息 702  

出 向 者 収 入 1,939  

経 営 管 理 料 23,400  

そ の 他 930 26,972 

【営 業 外 費 用】  

支 払 利 息 2,178  

社 債 利 息 657  

社 債 発 行 費 5,884  

新 株 発 行 費 13,840  

公 開 関 連 費 18,080  

そ の 他 998 41,639 

経 常 損 失 338,245 

【特 別 利 益】  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 3,619 3,619 

【特 別 損 失】  

減 損 損 失 137,765  

前 期 損 益 修 正 損 15,000  

有 価 証 券 評 価 損 25,000  

子 会 社 株 式 評 価 損 128,320  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 4,000 310,086 

税 引 前 当 期 純 損 失 644,712 

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 530 

法 人 税 等 調 整 額 8,356 

当 期 純 損 失 653,598 

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 



 

株主資本等変動計算書 

自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

（単位：千円）

 株 主 資 本 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金  
資 本 金

資本準備金 資本剰余金合計 繰越利益剰余金 利益剰余金合計

株主資本
合 計 

純資産合計 

平成 17 年５月 31 日  残 高 512,375 17,302 17,302 133,314 133,314 662,991 662,991 

事 業 年 度 中 の 変 動 額   

新 株 の 発 行 226,200 343,700 343,700 569,900 569,900 

当 期 純 損 失 △653,598 △653,598 △653,598 △653,598 

子会社取得による増加高 14,650 14,650 14,650 14,650 

事業年 度中の 変動 額合計 226,200 358,350 358,350 △653,598 △653,598 △ 69,048 △ 69,048 

平成 18 年５月 31 日  残 高 738,575 375,652 375,652 △520,284 △520,284 593,943 593,943 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜個別注記表＞ 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式および関連会社株式   移動平均法に基づく原価法 

その他の有価証券 

時価のないもの         移動平均法に基づく原価法 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産          定率法 

無形固定資産          ソフトウェア（自社利用分） 

社内における利用可能期間に基づく定額法 

営業権 

５年間の定額法 

(3) 繰延資産の処理方法 

新 株 発 行 費          支出時に全額費用処理 

社 債 発 行 費          支出時に全額費用処理 

(4) 引当金の計上基準 

貸 倒 引 当 金          債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

(5) 消費税等の会計処理        税抜方式 

(6) 会計方針の変更 

① 固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しております。これにより税引前当期純利益は

137,765千円減少しております。 

② 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。なお従来の資本の部の合計に相当する金額は593,943

千円であります。 

２．貸借対照表等に関する注記 

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 67,853千円 

(2) 関係会社に対する短期金銭債権 27,915千円 

関係会社に対する短期金銭債務 4,500千円 

３．損益計算書に関する注記 

(1) 関係会社との取引高  営業取引高 35,391千円 

営業取引以外の取引高 23,400千円 

 

 

 

 

 

 

 



 

(2) 減損損失 

 当事業年度において減損の要否の判定を行った結果、137,765千円を計上いた

しました。 

４．株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はございません。 

５．税効果会計に関する注記 

 繰延税金資産の発生の主な原因は繰越欠損金及び減損損失であり、評価性引当額

は278,054千円であります。 

６．リースにより使用する固定資産に関する注記 

 該当事項はございません。 

７．関連当事者との取引に関する注記 

 該当事項はございません。 

８．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 42,822円17銭 

１株当たり当期純損失 49,212円03銭 

９．重要な後発事象に関する注記 

 平成18年７月13日開催の当社取締役会において、平成18年８月を期して台湾法人

であるAPE Inc.（猿人在線有限公司）の株式を同社株主のAnaheim Electronics 

Inc.（安納漢電子有限公司）から譲り受けることに関する契約を締結する旨を決議

いたしました。出資の主な内容は下記のとおりであります。 

① 出資の目的 

 当社グループではオンラインゲーム事業の海外展開を積極的に推進しておりま

す。オンラインゲーム先進地域である香港、東南アジア地域におけるオンライン

ゲーム事業の展開強化のため出資を決定いたしました。 

② 株式取得の相手先 

Anaheim Electronics Inc.（安納漢電子有限公司） 

③ 株式を取得する会社の名称、事業内容、規模 

名 称：APE Inc.（猿人在線有限公司） 

事業内容：インターネットサービス事業、ソフトウェアサービス事業 

資 本 金：NT＄34,240,000 

④ 株式取得の時期 

平成18年７月31日 

⑤ 取得する株式の数、取得価額、持分比率 

株 数：2,558,948株 

取得価額：NT＄32,250,000 

持分比率：41.37％ 

⑥ 株式取得後、当社より取締役２名、監査役１名を派遣する予定です。 

10．連結配当規制適用会社に関する注記 

 該当事項はございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 会計監査人の監査報告書 謄本 

 独立監査人の監査報告書  

 平成18年８月４日  

 株 式 会 社 ガ イ ア ッ ク ス  

 取 締 役 会 御 中  

 中 央 青 山 監 査 法 人  

 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 青 山 裕 治 ・

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木 一 夫 ・
  

 

  当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ガイ
アックスの平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第８期事業年度の
計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及び
その附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場
から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属
明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め
ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として
の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査
法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示していると認める。 
 
追記情報 
１．個別注記表の１．(6)会計方針の変更①に記載のとおり、会社は当事業年
度から「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会
計基準の適用指針」が適用されることとなるため、同会計基準及び同適用
指針により計算書類を作成している。 

２．個別注記表の９．重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は
平成18年７月13日開催の取締役会において、平成18年８月を期して台湾法
人であるAPE Inc.（猿人在線有限公司）の株式を同社株主のAnaheim 
Electronics Inc.（安納漢電子有限公司）から譲り受けることに関する契
約を締結する旨を決議した。 

 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

監査役会の監査報告書 謄本 

 監 査 報 告 書  

  当監査役会は、平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第８期営業

年度における取締役の職務執行に関し、各監査役から監査の方法および結果

の報告を受け、協議の結果本監査報告書を作成し以下の通り報告いたしま

す。 

１．監査役および監査役会の監査方法およびその内容 

 監査役会は監査方針、業務分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

およびその結果について報告を受け、必要に応じて取締役等に対し職務の

執行状況について報告を求めました。 

 各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画に従い、取締役会そ

の他の重要な会議に出席するほか、取締役等から職務の執行状況を聴取

し、重要な決裁書類を閲覧し、業務および財産の状況を調査しました。ま

た、必要に応じて子会社に対し業務状況の報告を求めました。これらに基

づき会社法に定められた当該事業年度に関する計算書類および事業報告、

附属明細書、について検討いたしました。 

２．監査の結果 

(1）事業報告等の監査結果 

１．事業報告およびその附属明細書は法令および定款に基づき会社の状

況を正しく示していると認めます。 

２．取締役の職務遂行に関する不正の行為または法令、定款に違反する

重大な事実は認められません。 

３．事業報告に記載されている会社の財務および事業の概況等について

は指摘する事項は認められません。 

(2）計算書類およびその附属明細書の監査結果 

１．会計監査人中央青山監査法人の監査の方法および結果は妥当である

と認めます。 

２．会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための

体制については、指摘すべき事項は認められません。 

 

 平成18年８月８日  

 株 式 会 社 ガ イ ア ッ ク ス  監 査 役 会  

 

常勤監査役 岡 崎  彰 ・

監 査 役 太 原 正 裕 ・

監 査 役 大 野 長 八 ・
  

 

 
（注）監査役岡崎 彰、太原正裕、大野長八は会社法第２条16項に定める社

外監査役であります。 
 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 



株主総会参考書類 

 

議案に関する参考事項 

第１号議案 定款一部変更の件 

１．変更の理由 

① コーポレート・ガバナンスの更なる強化と経営の迅速化を実現するた

め、会社法（平成17年法律第86号）に規定される委員会設置会社へ移行

することとし、そのための所要の変更を行うものであります。 

② 連結子会社の増加に伴い、連結決算等の経営情報に適正かつ迅速に対

応することができるように12月末日に事業年度の末日を変更するもので

あります。 

③ 会社法施行による定款規定の削除、表現の変更、字句の修正、条文の

移設等全般にわたる所要の変更を行うものであります。 

 

２．主な変更点 

① 変更案第４条（機関の設置） 

 委員会設置会社への移行にあたって必要な機関を設置するものであり

ます。 

② 変更案第７条（株券の発行） 

 会社法第214条の規定に従い、株券を発行する旨を定めるものであり

ます。 

③ 変更案第10条（基準日） 

 事業年度の末日の変更に伴い基準日を変更するものであります。 

④ 変更案第11条（招集） 

 事業年度の末日の変更に伴い招集月を変更するものであります。 

⑤ 変更案第14条（参考書類等のインターネット開示） 

 株主総会においてより充実した情報の開示を行うことができるよう、

新設するものであります。 

⑥ 変更案第15条（議決権の代理行使） 

 株主総会の円滑な進行のため、議決権行使の代理人を、当社株主１名

と定めるものであります。 

⑦ 変更案第19条第３項（取締役会の招集） 

 取締役会を機動的に運営するため、その決議について、書面または電

磁的記録によりその承認を行うことができるよう新設するものでありま

す。 

－  － 
 

 

 

 

 

 

26



⑧ 変更案第22条～第25条 

 委員会設置会社への移行にあたって執行役に関する各種規定を新設す

るものであります。 

⑨ 変更案第27条（事業年度） 

 事業年度の末日の変更に伴い変更するものであります。 

⑩ 変更案第28条（剰余金の配当等） 

 委員会設置会社への移行に伴い、剰余金の配当を株主総会の決議によ

らず取締役会の決議へと変更するものであります。 

 

３．変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 
 （下線部は変更部分）
 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総   則 第１章 総   則 

（商号）  

第１条 当会社は、株式会社ガイアックス

と称し、英文ではGaiaX Co.Ltd.

と表示する。 

（現行どおり） 

（目的）  

第２条 当会社は、次の事業を営むことを

目的とする。 

（現行どおり） 

１．インターネットを利用した各種情

報提供サービス業 

 

２．インターネット等のネットワーク

を利用した情報システムおよび通

信ネットワークの企画、設計、運

用に関する受託 

 

３．インターネットの接続仲介業、ア

クセスサービス業 

 

４．インターネットのホームページの

企画立案 

 

５．コンピューターシステムの企画、

開発、販売及び保守に関する業務

 

６．コンピューターネットワーク、イ

ンターネットの利用に関するトラ

ブル処理および指導 

 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

７．コンピューター機器およびソフト

ウェアの販売、賃貸、設置、及び

メンテナンス、ならびにこれらに

関連するコンサルティング・サー

ビスの提供 

 

８．インターネットを介した各種物品

およびサービス等の販売 

 

９．経営コンサルティング業  

10．広告業  

11．広告代理業  

12．有価証券の取得、投資、保有およ

び運用 

 

13．前各号に付帯または関連する一切

の事業及び業務 

 

（本店の所在地）  

第３条 当会社は、本店を、東京都渋谷区

に置く。 

（現行どおり） 

 （機関の設置）

（新設） 第４条 当会社は、取締役会、指名委員

会、監査委員会、報酬委員会及び

会計監査人を置く。

（公告の方法） （公告方法） 

第４条 当会社の公告は、電子公告により

行う。ただし、電子公告を行うこ

とができない事故その他のやむを

得ない事由が生じたときは、日本

経済新聞に掲載して公告する。 

第５条 当会社の公告方法は、電子公告と

する。ただし、電子公告を行うこ

とができない事故その他のやむを

得ない事由が生じたときは、日本

経済新聞に掲載して公告する。 

  

第２章 株式及び端株 第２章 株   式 

（発行する株式の総数） （発行可能株式総数）

第５条 当会社が発行する株式の総数は、

52,836株とする。 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

52,836株とする。 

 （株券の発行）

（新設） 第７条 当会社は、その株式に係る株券を

発行する。

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

（自己株式の取得）  

第６条 当会社は商法第211条ノ３第１項

第２号の規定により、取締役会の

決議をもって自己株式を買受ける

ことができる。

（削除） 

（株式取扱規程） （株式取扱規程） 

第７条 当会社の発行する株券の種類並び

に株式の名義書換、実質株主通知

の受理、端株の買取請求の取扱い

、その他株式及び端株に関する手

続き並びに手数料は法令又は本定

款のほか取締役会において定める

株式取扱規程による。 

第８条 当会社の株券の種類、株主（実質

株主名簿に記載又は記録された実

質株主を含む。以下同じ。）の氏

名等株主名簿記載事項の変更、そ

の他株式に関する手続き並びに手

数料は法令又は本定款のほか取締

役会において定める株式取扱規程

による。 

（名義書換代理人） （株主名簿管理人）

第８条 当会社は、株式及び端株につき名

義書換代理人を置く。 

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置

く。 

② 名義書換代理人及びその事務取扱

場所は、取締役会の決議によって

選定する。

（削除） 

③ 当会社の株主名簿、実質株主名

簿、株券喪失登録簿及び端株原簿

は、名義書換代理人の事務取扱場

所に備え置き、株式の名義書換、

実質株主通知の受理、端株の買取

請求の取扱等株式及び端株に関す

る事務は、名義書換代理人に取扱

わせ、当会社においては取り扱わ

ない。

（削除） 

（基準日）  

第９条 当会社は、毎決算期現在の株主名

簿に記載または記録された株主

（実質株主名簿に記載または記録

された実質株主を含む。以下同

じ。）をもって、その決算期に関

する定時株主総会において権利を

行使すべき株主とみなす。

（削除） 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

② 前項のほか、必要あるときは、あ

らかじめ公告して、臨時に基準日

を定めることができる。

 

  

第３章 株 主 総 会 第３章 株 主 総 会 

 （基準日）

（新設） 第10条 当会社は、毎年12月31日の株主名

簿に記載又は記録された株主を

もって、定時株主総会において権

利を行使することができる株主と

する。

（招集） （招集） 

第10条 当会社の定時株主総会は毎営業年

度末日の翌日から３ヵ月以内にこ

れを招集し、臨時株主総会は必要

ある場合、随時これを招集する。

第11条 当会社の定時株主総会は毎年３月

にこれを招集する。 

（招集者及び議長） （招集権者及び議長） 

第11条 株主総会は取締役会で定めた取締

役が招集し、その議長となる。取

締役に事故あるときは、取締役会

においてあらかじめ定めた順序に

より、他の取締役がこれに代わ

る。 

第12条 株主総会は取締役会で定めた取締

役が招集し、その議長となる。そ

の取締役に事故あるときは、取締

役会においてあらかじめ定めた順

序により、他の取締役がこれに代

わる。 

（決議要件） （決議要件） 

第12条 株主総会の決議は、法令又は本定

款に別段の定めがある場合を除

き、出席した株主の議決権の過半

数をもってする。 

第13条 株主総会の決議は、法令又は本定

款に別段の定めがある場合を除

き、出席した株主の議決権の過半

数をもって行う。 

② 商法第343条第１項の規定による

株主総会の決議は、総株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の３分の２以

上に当たる多数をもってする。 

② 会社法第309条第２項の規定によ

る株主総会の決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の３分の２以上

に当たる多数をもって行う。 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 （参考書類等のインターネット開示）

（新設） 第14条 当会社は、株主総会参考書類、計

算書類、連結計算書類及び事業報

告に記載又は表示すべき事項に係

る情報を、法務省令の定めるとこ

ろにより、インターネットで開示

することができる。

（議決権の代理行使） （議決権の代理行使） 

第13条 株主は、当会社の議決権を有する

他の株主を代理人としてその議決

権を行使することができる。この

場合、本人又は代理人は代理権を

証する書面を当会社に提出しなけ

ればならない。 

第15条 株主は、当会社の議決権を有する

他の株主１名を代理人としてその

議決権を行使することができる。

この場合、本人又は代理人は代理

権を証明する書面を当会社に提出

しなければならない。 

（議事録）  

第14条 株主総会の議事の経過の要領及び

その結果は、これを議事録に記載

し、議長並びに出席した取締役が

記名捺印又は電子署名する。

（削除） 

  

第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役、取締役会

（員数） （員数） 

第15条 当会社に取締役10名以内を置く。 第16条   （現行どおり） 

（選任） （選任） 

第16条 取締役は株主総会において選任す

る。

② 取締役の選任決議は、総株主の議

決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数を

もってする。 

第17条 取締役の選任は、株主総会におい

て、議決権を行使することができ

る株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権

の過半数をもって行う。

 

③ 取締役の選任については、累積投

票によらないものとする。 

② 取締役の選任については、累積投

票によらないものとする。 

（任期） （任期） 

第17条 取締役の任期は、就任後１年内の

最終の決算期に関する定時株主総

会終結の時に満了する。 

第18条 取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の

時までとする。 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

② 補欠又は増員のため選任された取

締役の任期は、現任取締役の任期

満了の時までとする。 

③ 補欠又は増員のため選任された取

締役の任期は、現任取締役の残任

期間とする。 

（代表取締役及び役付取締役）  

第18条 取締役会の決議により、当会社を

代表すべき取締役若干名を定め

る。

（削除） 

② 取締役会の決議により、取締役会

長１名、取締役社長１名、取締役

副会長、取締役副社長、専務取締

役及び常務取締役各若干名を定め

ることができる。

 

（取締役会の招集） （取締役会の招集） 

第19条 取締役会は、取締役会で定めた取

締役が招集し、その議長となる。

取締役に事故あるときは、取締役

会においてあらかじめ定めた順序

により、他の取締役がこれに代わ

る。 

第19条 取締役会は、取締役会で定めた取

締役が招集し、その議長となる。

その取締役に事故あるときは、取

締役会においてあらかじめ定めた

順序により、他の取締役がこれに

代わる。 

② 取締役会招集の通知は、各取締役

に対し会日の３日前までに発す

る。但し緊急のときはこの期間を

短縮することができる。 

② 取締役会招集の通知は、各取締役

に対し会日の３日前までに発す

る。但し緊急のときはこの期間を

短縮することができる。 

（新設） ③ 取締役が取締役会の決議の目的事

項について提案した場合、当該事

項の議決に加わることのできる取

締役全員が書面又は電磁的記録に

より同意の意思表示をしたとき

は、取締役会の承認決議があった

ものとみなす。

（取締役会規程）  

第20条 取締役会に関する事項は、法令又

は本定款のほか、取締役会におい

て定める取締役会規程による。 

（現行どおり） 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

（報酬）  

第21条 取締役の報酬及び退職慰労金は、

株主総会の決議をもってこれを定

める。

（削除） 

（取締役の責任免除）  

第22条 当会社は、取締役会の決議をもっ

て、商法第266条第１項第５号の

行為に関する取締役（取締役で

あった者を含む）の責任を法令が

定める範囲で免除することができ

る。

（削除） 

② 当会社は、商法第266条の規定に

より、取締役との間に同条第１項

第５号の行為による賠償責任を限

定する契約を締結することができ

る。

 

 （委員会の委員）

（新設） 第21条 当会社は、指名委員会、監査委員

会及び報酬委員会を置く。前項の

各委員会を組織する取締役は、取

締役会の決議をもって定める。

  

第５章 監査役及び監査役会 （削除） 

（員数）  

第23条 当会社に監査役５名以内を置く。 （削除） 

（選任）  

第24条 監査役は株主総会において選任す

る。

（削除） 

② 監査役の選任決議は、総株主の議

決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数を

もってする。

 

（任期）  

第25条 監査役の任期は、就任後４年内の

最終の決算期に関する定時株主総

会終結のときまでとする。

（削除） 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

② 補欠のため選任された監査役の任

期は、退任した監査役の残任期間

とする。

 

（常勤の監査役）  

第26条 監査役は、互選により常勤の監査

役を定める。

（削除） 

（監査役会の招集）  

第27条 監査役会招集の通知は、会日の３

日前までに各監査役に対して発す

る。但し緊急のときはこの期間を

短縮することができる。

（削除） 

② 監査役全員の同意があるときは、

招集の手続を経ないで監査役会を

開くことができる。

 

（監査役会規程）  

第28条 監査役会に関する事項は、法令又

は本定款のほか、監査役会におい

て定める監査役会規程による。

（削除） 

（報酬）  

第29条 監査役の報酬及び退職慰労金は、

株主総会の決議をもってこれを定

める。

（削除） 

（監査役の責任免除）  

第30条 当会社は、取締役会の決議をもっ

て、監査役（監査役であった者を

含む）の責任を法令が定める範囲

で免除することができる。

（削除） 

  

（新設） 第５章 執 行 役

 （員数）

（新設） 第22条 当会社に執行役３名以上を置く。

 （選任）

（新設） 第23条 執行役は取締役会において選任す

る。

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 （任期）

（新設） 第24条 執行役の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結後

最初に招集される取締役会の終結

の時までとする。

 （代表執行役及び役付執行役）

（新設） 第25条 取締役会は、当会社を代表すべき

執行役若干名を選定する。

 ② 取締役会の決議により、執行役会

長及び執行役社長各１名、執行役

副社長、専務執行役及び常務執行

役を各若干名選定することができ

る。

  

（新設） 第６章 取締役、執行役の責任免除

 （損害賠償責任の一部免除）

（新設） 第26条 当会社は、取締役会の決議をもっ

て、取締役（取締役であった者を

含む。）、執行役（執行役であっ

た者を含む。）及び監査役であっ

た者の当会社に対する損害賠償責

任を、法令が定める範囲で免除す

ることができる。

 ② 当会社は、社外取締役との間に、

当会社に対する損害賠償責任に関

する契約を締結することができ

る。ただし、その賠償責任の限度

額は、法令が定める金額の最低額

とする。

  

第６章 計   算 第７章 計   算 

（営業年度） （事業年度） 

第31条 当会社の営業年度は、毎年６月１

日から翌年５月31日までとし、毎

営業年度末に決算を行なう。

第27条 当会社の事業年度は、毎年１月１

日から12月31日までとする。

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

（利益配当） （剰余金の配当等） 

第32条 利益配当は、毎決算期現在の株主

名簿に記載又は記録された株主若

しくは登録質権者及び同決算期現

在の端株原簿に記載又は記録され

た端株主に対しこれを行う。

第28条 当会社は、取締役会の決議によ

り、法令が定めるところにより、

剰余金の配当等を行うことができ

る。

 ② 当会社は、前項に定める剰余金の

配当等を株主総会の決議によって

は行わない。

（中間配当金） （剰余金の配当の基準日） 

第33条 取締役会の決議により、毎中間決

算期現在の株主名簿に記載又は記

録された株主若しくは登録質権者

および端株原簿に記載又は記録さ

れた端株主に対し、商法第293条

ノ５の規定による金銭の分配（以

下、中間配当という）を行なうこ

とができる。

第29条 当会社の期末配当は、毎年12月31

日の最終の株主名簿に記載又は記

録された株主又は登録株式質権者

に対しすることができる。

 ② 当会社の中間配当は、毎年６月30

日の最終の株主名簿に記載又は記

録された株主又は登録株式質権者

に対しすることができる。

 （自己株式の取得）

（新設） 第30条 取締役会の決議により、市場取引

等による自己株式の取得を行うこ

とができる。

（配当金等の除斥期間） （配当金の除斥期間） 

第34条 利益配当金又は中間配当金が支払

開始の日から満３年を経過しても

なお受領されないときは、当会社

はその支払の義務を免れる。 

第31条 期末配当金又は中間配当金が支払

開始日から満３年を経過してもな

お受領されないときは、当会社は

その支払の義務を免れる。 

 

－  － 
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第２号議案 取締役７名選任の件 

 本総会終結の時をもって、取締役上田祐司、小方麻貴、中島 裕、速水 

浩二、宮城治男の各氏は任期満了となります。岡崎 彰氏、大野長八氏は現

在監査役の任期途中ではありますが、当社が第１号議案のご承認を条件に委

員会設置会社に移行するのに伴い、任期満了となりますのであらためて取締

役としての選任をお願いするものであります。以上２名をあらたに社外取締

役として迎えコーポレートガバナンスの強化・充実を図ってまいります。つ

きましては新任取締役２名を含む取締役７名の選任をお願いしたいと存じま

す。 

 取締役の候補者は次のとおりであります。 

候補者
番 号 

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当、 
他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 

所有株式数 

１ 
小 方 麻 貴
(昭和49年12月19日生)

平成11年３月 ㈲ガイアックス取締役就任

平成11年５月 当社取締役副社長就任（現

任） 

619 

２ 
上 田 祐 司
(昭和49年９月12日生)

平成11年３月 ㈲ガイアックス設立、代表

取締役就任 

平成11年５月 ㈱ガイアックスに組織変

更、代表取締役就任（現

任） 

1,823 

３ 
中 島  裕
(昭和53年９月９日生)

平成14年４月 ㈱日本電気入社 

平成17年８月 当社代表取締役副社長就任

（現任） 

184 

４ 
速 水 浩 二
(昭和42年１月９日生)

（※） 

平成５年12月 ㈱翔泳社入社 

平成７年６月 同社代表取締役社長就任

（現任） 

平成12年３月 当社取締役就任（現任） 

30 

５ 
宮 城 治 男
(昭和47年６月19日生)

（※） 

平成５年４月 「学生アントレプレナー連

絡会議（ETIC）」創設 

平成12年３月 ETIC代表理事就任 

平成17年８月 当社取締役就任（現任） 

－ 

６ 
岡 崎  彰
(昭和22年８月16日生)

（※） 

昭和61年４月 日本エンタープライズ・

ディベロップメント㈱入社

平成12年７月 当社監査役就任（現任） 

－ 

－  － 
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候補者
番 号 

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当、 
他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 所有株式数 

７ 
大 野 長 八
(昭和23年12月27日生)

（※） 

平成12年４月 大野アソシエーツ設立代表

（現任） 

平成16年12月 ㈱オープンループ監査役就

任（現任） 

平成17年１月 当社監査役就任（現任） 

22 

（※） 会社法第２条第15項の規定による社外取締役候補者であります。 

 

第３号議案 当社取締役、執行役および従業員ならびに当社関係会社の取締

役、監査役および従業員に対しストックオプションとして新株

予約権を付与する件 

 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により

当社取締役、執行役および従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役お

よび従業員に対して、特に有利な条件で新株予約権を発行することにつきご

承認をお願いするものであります。 

１．特に有利な条件で新株予約権を発行する理由 

 当社取締役、執行役および従業員ならびに当社関係会社の取締役、監

査役および従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めるために、ス

トックオプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。 

２．新株予約権の発行要領 

(1) 新株予約権の割当を受けるもの 

 当社の取締役、執行役および従業員ならびに当社関係会社の取締役、

監査役および従業員 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

 当社普通株式 600株を上限とする。 

 なお、当社第８回定時株主総会終了以降に当社が株式分割または株

式併合を行う場合、各発行対象者に付与される１個あたりの新株予約

権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるも

のとする。なお、かかる調整は、当該時点においてその者が新株予約

権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結

果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとし、金

銭による調整は行わないものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

－  － 
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(3) 新株予約権の総数 

 600個を上限とする。（新株予約権１個あたりの目的となる株式の

数は１株とする） 

(4) 新株予約権と引換えに払い込む金銭 

 金銭の払い込みを要しない。 

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 新株予約権の行使に際して出資される１株あたりの財産の価額（以

下「払込価額」という。）は、新株予約権発行の日の属する月の前月

の各日（取引が成立しない日を除く）における名古屋証券取引所にお

ける当社普通株式取引終値の平均値に1.50を乗じた金額若しくは

300,000円のどちらか高い金額とする。 

 なお、会社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式によ

り払込価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

 １  

 
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×

分割・併合の比率  

 また、時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使によるも

のを除く。）を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整

により生ずる１株未満の端数は切り上げる。 

    新発行株式数×１株あたりの払込価額  既発行
株式数＋

新規発行前の株価   調 整 後
払込価額＝ 払込価額

調 整 前
× 

既発行株式数＋新発行株式数  

(6) 新株予約権を行使することができる期間 

平成20年９月１日から平成22年８月31日まで 

(7) 新株予約権の行使の条件 

① 権利行使については当社取締役、執行役ならびに当社関係会社の

取締役および監査役はその任期満了の時まで在任すること、当社

従業員ならびに当社関係会社の従業員は権利行使の時まで引き続

き取締役、執行役、監査役若しくは従業員にあること。 

② 権利者の相続人は、新株予約権を行使することができるものとす

る。 

③ 新株予約権の質入は認めないものとする。 

④ その他については、今後の株主総会および取締役会決議に基づき、

当社の取締役、執行役及び従業員ならびに当社関係会社の取締役、

監査役および従業員との間で締結する契約に定めるものとする。 

－  － 
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(8) 新株予約権の取得事由 

 当社が消滅会社となる合併契約が締結された場合、当社が他の会社

の完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画が当社の株主総

会で承認された場合は、新株予約権について無償で取得することがで

きる。 

(9) 組織再編時の取扱い 

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分

割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下「組織再

編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の

時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という）

の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１

項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」と

いう。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することと

する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株

式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予

約権が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの

とする。 

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．(2)に準じて決定

する。 

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に

新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 

ホ 新株予約権を行使することができる期間 

 上記２．(6)に定める募集新株予約権を行使することができる期

間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、

上記２．(6)に定める募集新株予約権を行使することができる期間

の満了日までとする。 

－  － 
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ヘ 新株予約権の行使の条件 

 上記２．(7)に準じて決定する。 

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を

要するものとする。 

チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由 

 上記２．(8)に準じて決定する。 

(10) 新株予約権の譲渡 

 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 

(11) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本

金および資本準備金に関する事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資

本金の額は会社計算規則第40条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とし、計算結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する

資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定

める資本金の額を減じた額とする。 

(12) 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満

たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、金銭による

調整は行わないものとする。 

３．新株予約権の募集事項の決定 

 会社法238条１項に定める募集事項の決定については、当社取締役会

に委任する。 

 

（注１）上記の新株予約権の発行は、平成18年８月30日開催予定の当社第８回定

時株主総会において当該議案が承認可決されることを前提としておりま

す。なお、新株予約権の具体的な発行内容および割当の条件は、上記内

容の範囲内において、同定時株主総会後に開催される当社の取締役会の

決議をもって決定いたします。 

（注２）新株予約権の割当を受けるものとして上記に記載する当社執行役は、平

成18年８月30日開催予定の当社第８回定時株主総会において、委員会設

置会社を含む定款変更議案が承認可決されることを前提としております。 

－  － 
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第４号議案 会計監査人選任の件 

 当社の会計監査人である中央青山監査法人は、本総会終結の時をもって任

期満了となりますので、新たに後任の会計監査人の選任をお願いしたいと存

じます。 

 なお、本議案の本総会への提出につきましては、予め監査役会の同意を得

ております。 

 会計監査人候補者は、次のとおりであります。 

名 称 ビーエー東京監査法人 

事 務 所 所 在 地

主たる事務所 
東京都港区赤坂７－３－37 プラースカナダ３Ｆ 
その他の事務所 
豊橋 京都 

海 外 提 携 先 MAZARS 

職 員 数 58名 

沿 革
昭和59年４月 サンエー監査法人として設立 
平成11年12月 ビーエー東京監査法人へ名称変更 
平成14年６月 MAZARS（58カ国、253事務所）と提携 

（平成18年７月31日現在） 

 

以 上 

－  － 
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